
  

 

 

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
福
祉
用
具
販
売
に
係
る
特
定
福
祉
用
具
の
種
目
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
介
護

予
防
福
祉
用
具
販
売
に
係
る
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
種
目
の
一
部
改
正
） 

第
十
六
条 
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
福
祉
用
具
販
売
に
係
る
特
定
福
祉
用
具
の
種
目
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特

定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
に
係
る
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
種
目
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
告
示
第
九
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 
１
～
６ 

（
略
） 

１
～
６ 

（
略
） 

７ 
ス
ロ
ー
プ 

段
差
解
消
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
取
付
け
に
際
し
工
事
を
伴
わ
な
い

も
の
に
限
る
。 

（
新
設
） 

８ 

歩
行
器 

歩
行
が
困
難
な
者
の
歩
行
機
能
を
補
う
機
能
を
有
し
、
移
動
時
に
体
重
を

支
え
る
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
四
脚
を
有
し
、
上
肢
で
保
持
し
て

移
動
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
も
の 

（
新
設
） 

９ 

歩
行
補
助
つ
え 

カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
・
ク
ラ
ッ
チ
、
ロ
フ
ス
ト
ラ
ン
ド
・
ク
ラ
ッ
チ
、
プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
ク
ラ
ッ
チ
及
び
多
点
杖
に
限
る
。 

（
新
設
） 
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